
 

第１５回 練馬区区民協働推進会議 

議事概要 

 

《日時・場所》 

  １ 日時  平成25年10月29日（火）午後４時～午後６時 

  ２ 場所  練馬区役所本庁舎１９階 １９０２会議室 

 

 

《次第》 

  １ 開会 

  ２ 案件 

（１） 平成25年度協働事業提案制度の審査について 

（２） 区民協働交流センターの管理運営について 

（３） 協働事業提案制度平成25年度実施事業の中間評価（確認）について 

 

 

 

 

《出席者》 

  江村健二委員、尾崎恭司委員、草間俊行委員、佐藤修男委員、平修久委員、 

瀧澤利行委員、長澤英男委員、森本陽子委員、山口和海委員、吉田壯二委員 

大羽康弘委員（区民生活事業本部長）、中村哲明委員（地域文化部長） 

  （事務局）地域振興課職員 ５名 

  （傍聴者）なし 
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１ 開会 

■座長 

・第15回練馬区区民協働推進会議を開催する。 

 

２ 案件 

（１）平成24年度協働事業提案制度の審査について 

■座長 

・案件の（１）「平成 25年度協働事業提案制度の審査について」事務局から説明をお願い

する。 

■事務局 

－資料１の説明および資料２の説明 

■座長 

・審査委員会の体制と二次審査の対象となる事業の選定方法を中心に意見をいただく。 

・まずは、審査委員会の体制について、意見等はあるか。 

■Ｃ委員 

・昨年度まで審査委員を８名体制で実施してきた理由は何か。 

■事務局 

・協働事業提案制度は他の多くの自治体でも取り組んでいる。多くの自治体の審査体制は

６人～８人程度である。それらを参考に事務局として８名体制という案を出し、本推進

会議で議論をいただいた結果である。 

■Ｃ委員 

・私自身昨年は審査委員として審査に携わってきた。一方、審査に携わっていない委員の

意見を伺うと、公開プレゼンテーションを傍聴したが、あくまでも傍聴であったため、

審査委員と比較して、提案事業に対する理解の深さに差が生じるようであった。 

・採択し、実施した事業については、本推進会議が中間評価、総合評価を行うことになる。

そのため、できるだけ多くの委員が審査委員として関わったほうが良いような印象であ

る。 

■座長 

・他に意見等はあるか。 

■Ｉ委員 

・審査委員を８名体制のままで実施すると、昨年と今年の両方の審査に携わる委員も選ば

なくてはならない。それならば、全員で実施したほうが良いと思う。 

■座長 

・以前の会議で審査に携わっていないと評価もやりにくいとう議論があった。 

・Ｆ委員、Ｇ委員は中間支援を行う立場から審査に携わらないこととしているが、何か意

見はあるか。 
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■Ｆ委員 

・既に団体から相談に応じている状況である。このことから、中間支援組織の委員は審査

に加わらないほうが良いと思う。 

■座長 

・今年度の審査については、中間支援組織のＦ委員とＧ委員の２名の委員の除いた11人の

委員で行うことで良いか。 

－異議なし 

■座長 

・次に二次審査の対象となる事業の選定方法について意見をいただく。 

・事務局に確認するが、資料２の２ページの合議により選定を行う場合の例の表で、「審査

項目の協働の必要性が３点未満の場合」と記載がある。審査項目の協働の必要性は２項

目あるが、上の項目の「提案団体が単独で取り組むよりも、効果的に事業の実施が期待

できること」に関してという理解で良いか。 

■事務局 

・その理解で良い。 

■座長 

・昨年の審査委員会において、ある提案事業に対して、単独で取り組んだほうが良いので

はなかという意見があった。また、協働にふさわしい事業を選定する審査であるため、

協働の必要性の項目は重要であるという意見があった。 

・それらの意見を踏まえ、今回、審査委員会が合議で選定を行う基準を明確にした。これ

以外のものが出てくる場合もあるが、この基準に当てはまる場合は、必ず議論をすると

いうことである。 

・この基準を含め、審査方法全般について意見等はあるか。 

■Ｃ委員 

・昨年審査に携わり、一番苦労をしたことは自分自身の基準点を５点満点の中でどこに置

くかということである。各審査委員の採点結果を拝見すると基準点の位置がそれぞれで

ある。基準点の位置が違うと平均点にも大きな影響を及ぼす可能性がある。基準点の位

置を低く設定すれば、平均点は低くなる。また、その逆もあるため、悩ましい面がある。

ただし、何らかの形で基準を設けなければならないと思う。 

・昨年の審査委員会で、協働の必要性、事業の発展性は審査の重要なポイントであるとい

う議論があった。この２項目に関して、合議をする場合の基準を明らかにするのであれ

ば、その基準に従って審査をする。 

■座長 

・他に意見等はあるか。 

■Ｋ委員 

・協働の必要性の審査の視点に、区民（受益者）に対してどの程度効果があるかという視
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点も含めて審査をすると良いと思う。 

・企画書や公開プレゼンテーションでは、提案団体の「こうあるべきだ」という想いが強

く、区民（受益者）のメリットが見えにくい場合がある。事業を行うことによって区民

（受益者）が受けるメリットは何かという視点が、どこかに含まれていたほうが良いと

思う。そうすることにより、区民と区とが一緒になって、区民（受益者）のメリットと

なる事業を行うということが見えてくると思う。 

■座長 

・審査基準の一つに事業の目的・公共性という項目がある。区民（受益者）へのメリット

の有無については、公共性が高いかどうかで判断している。 

■Ｋ委員 

・提案団体の中には、自分たちの活動は公共性が高いと思い込んで提案をしている団体も

ある。そのため、協働の必要性の項目に、区民（受益者）のメリットの視点を盛り込ん

だほうが良いと思う。 

■座長 

・協働の必要性の項目は、あくまでも協働の視点である。事業の必要性とは別である。 

■事務局 

・協働事業提案制度で提案いただく事業は、区民（受益者）のために実施するというのが

前提である。提案に関して団体から相談を受ける際や事業関係課と意見交換の際には、

この視点を持って実施している。 

・また、提案団体には、企画書の事業の成果・効果の項目に、事業を実施することにより

区民（受益者）にどの程度の効果があるのかを記載していただくようにしている。 

・審査委員には、企画書全体を通じて、区民（受益者）への効果についての視点を持って、

審査をしていただければと考えている。 

・また、各審査委員には、それぞれの基準、考え方を持って審査をしていただき、最終的

に審査委員会として議論をしながら、審査委員会としての結論を出していただければ良

いと考えている。 

■Ｋ委員 

・協働の必要性の項目について、もっと配点のウエイトが高くても良いと思う。 

■事務局 

・審査項目ごとの配点についても、本日、議論をして決めていただきたい。 

■座長 

・審査基準、審査の視点については公開されている。配点に関しては、未公開であるため、

本日の議論の中で決めていく。 

・他に意見はあるか。 

■Ｉ委員 

・協働事業提案制度は４年目である。今後の協働事業の展望について聞きたい。 
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・これまでの協働事業提案制度で提案されている事業は、ＮＰＯを中心として、どちらか

と言うと自分たちのやりたいことを提案するという傾向がある。 

・公共性、社会性が高い課題や現在練馬区が抱えている様々な課題の中で、協働で取り組

む優先度が高いもの、そうした指針というようなものを本推進会議の中で区側ともやり

取りもしながら議論する機会が持ち、情報の共有ができた方が良いと思う。４年目を迎

え、今後の協働事業提案制度のあり方を検討する際には、とても必要な視点であると考

えている。 

■事務局 

・協働事業提案制度については、練馬区長期計画の中で、区民の皆さまからの提案を受け

る受け皿をつくること、５年間で25事業を実施することを目標に掲げて取り組んできて

いる。その中で、５年目を区切りとして、これまでの取り組みの総括をしながら、次の

展開を考えていかなければならない。 

・区民のニーズが多様化する中で、様々な事業を区民の皆さまと区とが協働で取り組むと

いうことは当然の方向であり、協働事業提案制度も、発展的な視点を持って検討してい

く必要があると考えている。 

・なお、協働については、協働事業提案制度だけではなく、区全体として、各所管課が協

働事業という進め方を意識しながら様々な事業に取り組んでいる。 

・また、優先度が高い課題については、５年ごとに作成している長期計画の中で、分野ご

とに重点的に取り組む課題を示している。協働で取り組む優先度の高い課題とも重なる

部分が多いと考えている。 

■座長 

・本推進会議としては、協働事業提案制度について、今後、議論していくことになる。 

・他に意見等はあるか。 

■Ｃ委員 

・協働の必要性の項目の配点を増やすことになると、項目ごとに配点が違うという結果に

なり、審査が難しくなる。配点が５点であっても、協働の必要性が高ければ、各委員の

得点も高くなると思う。 

■Ａ委員 

・合計点が合格点に達している事業でも、協働の必要性と事業の発展性の項目に関して平

均点が３点未満の場合には合議の対象となる。そういう面ではこの２つの項目は、他の

項目よりも重視しているということになる。 

■Ｋ委員 

・協働の必要性の項目には、５点満点の項目が２つあり、合わせると10点満点になるため

それで十分という考え方もある。 

■Ａ委員 

・審査基準の中で、事業の目的・公共性、事業の実現性、協働の必要性の項目については、
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２項目ずつとなっている。つまり、この３つの項目については重視し、10点ずつの配点

となっている。 

■Ｃ委員 

・より公共性を重視するとなると、合議で選定を行う場合の例の中に事業の目的・公共性

の項目も入れるという方法もあると思う。 

■Ａ委員 

・そのような方法もあると思うが、公共性が高いというのは、大前提の条件である。 

■Ｃ委員 

・協働の必要性の項目の配点は２項目で、合わせて10点ある。これで十分ではないか。 

■座長 

・他に意見はあるか。 

－特になし 

■座長 

・今年度の審査については、資料２の別紙に基づき行うということで良いか。 

－異議なし 

 

（２）区民協働交流センターの管理運営について 

■座長 

・案件の（２）「区民協働交流センターの管理運営について」事務局から説明をお願いする。 

■事務局 

－資料３の説明 

■座長 

・意見等はあるか。 

■Ｉ委員 

・入口というのは分かりやすくないといけない。例えば、体調が悪い時は、総合病院に行

く。そこの総合窓口で「何科ですか」と聞かれても困る。とりあえずは症状を伝え、適

切な科につないでもらう。資料３では、相談者が適切な相談場所を自分で決めなければ

ならないようなイメージを受けるが、その理解で良いか。 

・また、練馬区ＮＰＯ活動支援センターのパンフレットに直通の電話番号が掲載されてい

る。これは、どこに通じるのか。 

■事務局 

・電話は練馬区障害者福祉推進機構につながる。 

■Ｉ委員 

・そこから、相談内容に応じて、適切な運営団体につなげていくということか。 

■事務局 

・今の状態は、そういうことである。 
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・区民協働交流センターの相談窓口は、病院の総合窓口に当たる機能を果たす。相談窓口

において相談内容を聞き取り、適切なＮＰＯ活動支援センターの運営団体につないでい

く。 

・ただし、個々の運営団体につなぐ程度にない一般的な相談については、相談窓口で対応

をしていく。 

■Ｉ委員 

・イメージは概ねわかった。その場合、練馬明るい社会づくりの会とインターネットビジ

ネス研究所というのは、どのような役割を果たすのか。 

・また、ＮＰＯ活動支援センターのネットワーク方式というのは、どのような意図で、こ

の仕組みをつくったのか。 

■事務局 

・ＮＰＯ活動支援センターは平成18年度から開設している。区としては、ＮＰＯやボラン

ティア団体の中間支援を行う団体を育てていくという視点を持ち、一定のスキルを持っ

た団体が、一緒になってＮＰＯ活動支援センターを運営することで、それぞれの専門性

を活かし、違いも理解し合いながら、団体同士が中間支援のあり方を議論し、その中で

団体が育ち、中間支援機能を高めていくという意図から、ネットワーク方式を採用して

いる。 

・設立から、７年が経過し、ＮＰＯ活動支援センターの中間支援機能の底上げが図られて

いると感じている。 

■座長 

・他に意見等はあるか。 

■Ａ委員 

・区民協働交流センターは、場所と機能の２つの側面を持っている。資料３の３ページの

表の灰色の部分について、「ＮＰＯセンターの事業として」というのは機能であり、「協

働センターを中心に実施」というのは場所のことである。一方、黄色の部分は、協働セ

ンター、ＮＰＯセンターの機能のことである。この辺りがわかりづらい部分だと思う。 

■事務局 

・区民協働交流センターもＮＰＯ活動支援センターも同じ機能を持つ部分が多い。それぞ

れの役割を果たすために別々の事業を行うことは効率的ではない。また、事業を実施す

る際にも、わかりやすい場所で事業を実施する必要がある。そのため、ＮＰＯ活動支援

センターがこれまで様々な区立施設を利用して実施してきた事業を、区民協働交流セン

ターで実施してもらう。その結果、ＮＰＯ活動支援センターの事業であっても、区民協

働交流センターの役割の一部を果たしいくことになる。 

■Ｃ委員 

・今までは、何か相談ごとがあった場合に、ＮＰＯ活動支援センターの４つの運営団体の

どこかに電話する。そこで、適切な団体につないでもらうということになる。 
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・これからは、電話でも良いが、直接窓口に行くことで、ＮＰＯの情報など、ストックさ

れている情報を活用しながら、より具体的で、利用者にとって今までよりも分かりやす

い環境で相談に乗ってもらうことができるようになると感じる。 

■座長 

・他に意見等はあるか。 

■Ｉ委員 

・区民協働交流センターの相談窓口は、相談を受けて、その後、適切なＮＰＯ活動支援セ

ンターの運営団体につないでいくだけであり、疑問が解決する場ではない。本来ならば、

その場で解決して欲しいと思う。 

■事務局 

・相談内容によって、対応が変わってくると思う。例えば「ＮＰＯとは何ですか」という

ような問い合わせが相談窓口にあった場合は、「ＮＰＯとは、こういうものです」という

説明で終わる。一方、「ＮＰＯを立ち上げたい」という場合には、それぞれの専門性を持

つ運営団体につないでいく。こうした役割をこの相談窓口が果たす。全部の相談をこの

窓口で解決するということは困難である。 

・また、区民協働交流センターは、相談のほかに講座や交流会など多様な事業を実施する

施設である。相談窓口については、一次窓口として、相談のきっかけとなる役割を果た

すことになると考えている。 

■Ｉ委員 

・区民協働交流センターという新しい仕組みの入り口ができたにもかかわらず、「ＮＰＯと

は何ですか」というような情報を入手するところであるというのは違うような感じがす

る。 

■事務局 

・一般的にＮＰＯという名前は知っていても、中身まで知っているという方は多くはない

と思う。 

・「ＮＰＯとは何ですか」という質問があれば、相談窓口で対応していくし、「どんなボラ

ンティアがありますか」というような質問にも対応していく。 

■Ｃ委員 

・相談窓口ですべての相談に対応するとなると、ＮＰＯ活動支援センターの運営団体のす

べてのスタッフが常駐していなくてはならない。それは、困難であると思う。 

・幅広い相談の入り口として、この相談窓口があり、それから先は、相談者がＮＰＯ活動

支援センターをどのように活用するかだと思う。 

■Ｇ委員 

・相談窓口では、電話での相談にも応じていくのか。 

■事務局 

・電話でも相談に応じていく。ＮＰＯ活動支援センターのパンフレットにも掲載していく
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予定である。 

■Ｇ委員 

・ＮＰＯ活動支援センターの仕組みを知らない区民の方にとっては、区民協働交流センタ

ーとの違いが分からないのではないか。ＮＰＯ活動支援センターのパンフレットに区民

協働交流センターの相談窓口も一緒に掲載すると、余計に分かりづらくなるように感じ

る。 

■Ｃ委員 

・相談窓口に来れば、相談内容によっては、その場で解決する場合もあるし、紹介された

ＮＰＯ活動支援センターの運営団体に電話して解決するような場合もあると思う。 

■事務局 

・ＮＰＯに関する相談については、高度化しており、専門性が増してきている。会計や税

務に関する相談については、資格を持っていなければ教えてはいけない部分もある。そ

うした相談について、相談窓口で対応することは困難である。 

・相談窓口では、一般的な相談には対応ができるが、個々の事情による相談について満足

度の高い対応をするためには、ＮＰＯ活動支援センターの各運営団体が、それぞれ専門

的な人材や情報を持っているので、そちらに円滑につないでいくことが理想であると考

えている。 

■Ｃ委員 

・想定される質問事項の一覧を示していただくと具体的に分かりやすいと思う。 

■Ｆ委員 

・平成 17年度にＮＰＯ活動支援センターの設立に向けた検討会が開催された。その結果、

練馬区では、箱物を持たないで、事務所を持っている団体に委託をするという形でＮＰ

Ｏ活動支援センターを立ち上げてきた。 

・ＮＰＯ活動支援センターの運営団体は、すべての団体が相談を受けている。相談の他に

各団体が講座や交流会、ＮＰＯニュースの発行、税理士の派遣などを行っている。 

・最近の相談では、認定ＮＰＯに関する相談、助成金や公的機関から資金を受けるにはど

うしたら良いかなどの相談も増えている。また、ＮＰＯの中で、ソーシャルビジネスに

向かい始めている団体も増えてきている。さらに、若者がＮＰＯを立ち上げ、独自の方

法で社会の中に貢献していくものを作っていこうという動きも広がり始めており、ＮＰ

Ｏ法人自身がかなり多様化してきている。一般的な認識とは違った形で広がり始めてい

る。そうした部分では、ＮＰＯ活動支援センターだけでは、対応できない部分もあると

感じ始めている。また、協働事業というものが、ＮＰＯやボランティア団体に広がって

おり、協働に対する相談も寄せられている。そうしたことから、区民協働交流センター

の相談窓口にも、様々な相談が来ると考えている。ある程度専門性がある人を常駐させ、

夜間や土日については、適切に取り次いでいくというのが、この相談窓口の役割ではな

いかと思う。 
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■座長 

・他に意見等はあるか。 

■Ｋ委員 

・ＮＰＯが一番困っているのが「ひと」、「もの」、「かね」である。それをどのように支援

してもらうかで悩んでいると思う。ＮＰＯ活動支援センターは前からあったが、なかな

か上手に活用できず、さらに寄付等も集まらず、非常に苦戦しているというのが現状だ

と思う。 

・今回、区民協働交流センターができることにより、より活用しやすくなり、協働という

新しい考え方もそこに加わったということだと思う。そのような解釈で良いか。 

■事務局 

・今まではネットワーク方式ということで、ＮＰＯに対する支援の入り口がわかりづらい

とい課題があった。今回、区民協働交流センターができることにより、大きな相談の入

り口が明確になると考えている。 

■Ｋ委員 

・相談の中身として、「ひと」、「もの」、「かね」に関することが多いのではないか。 

■事務局 

・どのような相談であっても、一般的な話は、相談窓口でできると思う。ただし、様々な

事情を持って来られる方があると思うので、一般論で話をした時に、どの程度満足をし

ていただけるかが課題であり、その際には、ＮＰＯ活動支援センターの適切な運営団体

につないでいくことが大切であると考えている。 

■Ｆ委員 

・ＮＰＯが必ずしもお金に困っているわけではない。現在練馬区には、260を超えるＮＰＯ

団体がある。その中で、年間収入が１億円以上あるＮＰＯが10団体ある。５千万円以上

ある団体も多い。一方、収入が無いＮＰＯもある。非常に幅が広い状況である。収入が

低い団体をどのように引っ張り上げるかということが、ＮＰＯ活動支援センターの役割

である。そうした団体には、助成金の情報を提供し、応募を促したりしてきた。 

・平成 18年から平成 20年ぐらいまでは、ＮＰＯの設立に関する相談が多くあった。それ

以降は、会計処理、税務、社会保険、労務に関する相談など、徐々に専門性的な相談が

増えてきたのが現状である。ＮＰＯ法人も民間会社と同じような活動を始めているとい

う傾向は見え始めている。 

■座長 

・他に意見等はあるか。 

■Ｉ委員 

・Ｆ委員の発言にあった相談は、場所がなくても、ネットワーク方式であることで、ある

程度カバーできたことだと思う。今後は、場所ができるので、利用する方も提供する方

も、強い意識を持って活用して欲しい。顔が見えるということ、同じ志を持った方が情
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報共有をしていくことは大事なことであると思う。ＮＰＯ間の横のつながりを維持して

いくこと、広げていくことは難しいため、協働という場を持った看板があるところで、

ＮＰＯ間の協働、様々な分野を超えた横のつながりにつながっていくような仕組みをつ

くって欲しい。また、オープニング事業等も含めて、その辺りの演出というものが、企

画する側の腕にかかってくる。お客様を待つ、相談する方を待つのではなく、幅広く打

って出るような企画をして欲しい。 

■事務局 

・区民協働交流センターの機能として、「活動主体同士の連携・調整」、「企業等のＣＳＲの

取り組みと活動主体の活動とのマッチング」を掲げている。具体的な方法というのは、

今後の検討となるが、こうした視点を持ちながら、横のつながりに取り組んでいく。 

・現在でも、交流会を開催しているが、区民協働交流センターの場を使い、こうした事業

を展開いくというのも、一つの手法であると考えている。 

■Ｉ委員 

・相談窓口の委託を受けたところが、企画・運営を行うという理解で良いか。 

■事務局 

・これまでの議論で、相談事業ということが主に取り上げられているが、ＮＰＯ活動支援

センターでは、相談事業の他に、講座・イベント事業、人材確保・育成事業を実施して

いる。ＮＰＯについては、ＮＰＯ活動支援センターの事業の中で企画・立案をしていた

だきながら、事業を実施していく。同時に、区においても、企画・立案をして実施して

いく。 

■座長 

・今後、本推進会議で区民協働交流センターに関する案件はあるのか。 

■事務局 

・区民協働交流センターは、平成２６年４月の中旬にオープン予定である。その前に本推

進会議を１回は開催する予定である。その際は、区民協働交流センターについて、今回

よりも具体的な資料をお示ししたいと考えている。 

■座長 

・他の案件もあるため、区民協働交流センターに関しては、次回の会議で再度議論するこ

ととする。 

 

（３）協働事業提案制度平成25年度実施事業の中間評価（確認）について 

■座長 

・案件（３）「協働事業提案制度平成 25年度実施事業の中間評価（確認）について」事務

局から説明をお願いする。 

■事務局 

－資料４の説明 
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■座長 

・質問・意見等はあるか。 

■Ｂ委員 

・ＳＡＮＧＯさろんの今後重点的に取り組むことの欄に、「次年度の事業展開について、双

方で検討する。」とあるが、協働事業ということではなく、今回の協働を基に、今後の事

業計画等を双方で検討するという理解で良いか。 

■事務局 

・その理解で良い。 

■座長 

・他に意見等はあるか。 

■J委員 

・練馬区内での植樹運動について、私の住んでいる地域では、区が苗木の無料配布を行っ

ている。苗木の無料配布は練馬区内全域で行われているのか。 

■事務局 

・区内全域ではなく、区とみどりの協定を締結している地域である。みどりの協定を結ん

でいる地域の中で、希望に応じて配布をしている状況である。 

■Ｊ委員 

・練馬植樹推進会は、みどりの協定地区でない地域で植樹を行っているのか。 

■事務局 

・特に協定地区外だけということではない。 

■Ｂ委員 

・この事業は、家に来て植樹をしてくれるというのがポイントである。 

■座長 

・他に意見等はあるか。 

■Ｃ委員 

・以前、公平性の観点から、委員が協働事業に参加できるかどうかの議論があった。その

結果、区民の一人として参加するのは良いということになり、事務局から参加可能な事

業の情報をもらっている。 

・私自身も一つの事業に参加した。企画の良い事業に参加してしまうと、どうしても私情

が出てしまう。審査や評価に影響するかどうかは分からないが、個人的には、参加でき

て非常に良かったと思っている。 

・女性であれば見学できると思われるＳＡＮＧＯさろんの案内はあったのか。 

■事務局 

・ＳＡＮＧＯさろんの案内は行っていない。見学が可能かどうか団体に確認する。 

■Ｃ委員 

・見学が可能であれば、是非、見学をしていただき、感想などを伺いたいと考えている。 
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■座長 

・ＳＡＮＧＯさろんの見学については、事務局で確認をお願いする。 

・他に意見等はあるか。 

■Ｂ委員 

・働き盛りの方に対する健康づくり支援事業について、ターゲットにしているのは、30代

から50代の方であるが、参加者全体からの比率からすると、ターゲットを捉えきれてい

ない部分がある。 

・何故、このターゲット世代を参加に誘導できなかったのか検証する必要がある。ターゲ

ット世代を上手く呼び込むため、企画に問題があったのか、広報に問題があったのかな

どの分析が必要だと思う。 

■Ｃ委員 

・中間報告シートのとおりであると思う。シリーズの事業であり、１回目の参加者にター

ゲット層が少なかったのが、２回目にも影響しているようである。 

・１回目にはＫ委員が参加している。どのような状況であったかお話しを伺いたい。 

■Ｋ委員 

・ターゲット世代の参加も多かったと思う。 

■Ｃ委員 

・２回目の事業「海辺をはだしで歩こう」については、親子のコミュニケーション、子ど

も達が他の人たちの接点を持つという観点からも、意義があったと思う。最初は、バス

の中でゲームをしていたような子どもが、帰りには、参加者の皆さんと打ち解けていた。

非常に良い雰囲気であり、趣旨としては、大変良かったと思う。ただ、ターゲットとし

ている世代が、思ったほど集まらなかったのが残念である。 

■J委員 

・私も参加をした。全体的には非常に良い事業であった。ただ、バスの中で、団体の方か

ら千葉県に関する紹介があり、その中で、一部誤りがあった。後から訂正もあったが、

子どもたちも多くいたので、正確な情報が伝わるよう注意する必要があると感じた。 

■Ｇ委員 

・親子のふれあいや、他の参加者とのコミュニケーションなど、事業を実施した意義があ

ったと感じている。しかし、事業の目的と照らし合わせた時に、30代から50代の方を対

象として健康づくりに取り組む機会を提供するという部分は良いが、生活習慣病の予防

と継続的な運動を通じた健康づくりを推進するという部分では弱く、目的と事業の企画

がどうだったのかという疑問はある。 

■Ｃ委員 

・自分が参加をして見て感じたことは、海辺をはだしで５㎞歩いたことで、楽しかったと

同時にしんどさもあった。これではいけないと感じ、今後はできるだけ歩くようにしよ

うという意識にもなった。 
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・繰り返しになるが、第１回目の事業にターゲット世代の参加者を集められていれば、２

回目以降にもつながり、当初の目的が果たせるような事業になったのではないかと感じ

る。 

■Ａ委員 

・アンケート調査を実施しているため、「今後、あなたは運動を続ける気持ちになりました

か」のような項目を入れると、意識の変化が確認できたのではないか。 

■Ｃ委員 

・協働事業として区の方も広報の点で工夫の余地があったのではないかという反省点も出

てくるかもしれない。 

■Ａ委員 

・事業の動画を撮っておき、今後、同様の事業を行う際に、行くと楽しいというようなア

ピールができれば良いと思う。 

・これは、この事業以外でも、参考になる取り組みだと思う。 

■Ｃ委員 

・「海辺をはだしで歩こう」に参加した人へのアンケート結果を見ると、参加者全員が来年

も実施して欲しいと回答している。それだけ充実した事業であったことは間違いないと

思う。 

■座長 

・他に意見等はあるか。 

―特になし 

 

■座長 

・案件以外で何かあるか。 

■事務局 

―参考資料の説明 

■座長 

・質問等はあるか。 

■Ｃ委員 

・福祉のまちづくりパートナーシップ区民活動支援事業、まちづくり活動助成金とも、審

査はあるのか。 

■事務局 

・すべて審査を行っている。福祉のまちづくりパートナーシップ区民活動支援事業のはじ

めの一歩部門、まちづくり活動助成金のたまご部門については、書類審査のみである。 

■座長 

・他に質問等はあるか 

―特になし 
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■座長 

・以上で第15回練馬区区民協働推進会議を終了する。 

 

 

 


